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Ⅰ .計画の点検・評価

桑名市地域包括ケア計画の進捗状況
（計画における重点事項を中心に）
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計画の点検・評価について

計画の進捗状況の点検・評価

○ 「桑名市地域包括ケア計画」の実行性を高め、目標を達成していくためには、計画の進捗状況を
把握し、評価することによって次の活動へ反映させていくことが重要。

○ 外部評価として「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」において、本計画に基づいて行われ
る取り組みが着実に進められているか評価いただき、その評価結果を取り組みに反映させることに
よって、より実効性のある計画とします。

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成27年厚生労働省告示第70号）（抄）

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項
７ その他
(三) 達成状況の点検及び評価

市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況を点検し、その結果に基づいて対
策を実施することが重要である。
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生活の継続の状況、在宅と施設の

サービスの量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分析し、かつ、評価するための項目を設定
する等の工夫を図ることが重要である。
特に、要支援者に対するサービス提供について、市町村が計画期間中の取組、費用等の結果について検

証し、第７期以降の計画につなげていくこと。具体的には、ガイドライン（※）を参考にしながら、関係者
間で議論しつつ、評価し、結果を共有していくことが重要であること。

（※）介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン
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計画の進行管理の流れ
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Ⅱ .計画の基本理念

桑名市地域包括ケア計画の進捗状況
（計画における重点事項を中心に）
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計画の基本理念

介護保険の被保険者である高齢者も、自らの健康の
保持増進及び能力の維持向上に努めなければなりませ
ん。
それを前提とするサービスの提供は、「セルフマネ

ジメント（養生）」に対する支援のためのものです。
この場合においては、本人の理解に基づく選択が重

視されなければなりません。

セルフマネジメント（養生）

【計画書Ｐ．２２～２５】

どのようなケアマネジメントにより、生活機能の
向上を実現し、介護保険を「卒業」して地域活動に
「デビュー」することが可能になるのか、という視
点が重要です。
また、地域住民を主体として地域交流の機会を提

供する「通いの場」など、身近な地域での多様な資
源の「見える化」・創出に取り組むことが重要です。

介護予防に資するサービスの提供

どのようなケアマネジメントにより、施設に入所することなく、地域で在宅生活を継続し、住み慣れた環境で生き生き
と暮らし続けることが可能になるのか、という視点が重要です。
また、施設に入所することなく、地域で在宅生活を継続する限界点を高めるためには、施設サービスと同様な機能を地

域に展開する在宅サービスの普及を促進することが重要です。

在宅生活の限界点を高めるサービスの提供

7



【参考】「桑名市地域包括ケア計画」に込められた思い

○ 「桑名市地域包括ケア計画」については、

「地域包括ケアシステム」の構築に関する「テキストブック」となるよう、

① 厚生労働省が全国に提示した基本的な枠組みの趣旨及び内容

② 桑名市が地域の実情に応じて展開する具体的な取組みの趣旨及び内容

③ 施策の根拠となるデータ及び文書

等を総合的に記載。

○ 「桑名市地域包括ケア計画」は、

① 介護保険の被保険者である高齢者及びその家族

② 介護保険制度の中でサービスを提供する医療機関及び介護事業所

のほか、

① 介護保険の保険者である桑名市の職員

② その委託を受けて事業を運営する準公的機関である

桑名市地域包括支援センターの職員

③ 地域福祉を推進する準公的団体である桑名市社会福祉協議会の職員

も含め、基本的な方針を提示してその共有を働き掛ける

「規範的統合」を推進するための重要なツール。
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○ 施設サービスと同様な機能を地域に展開する在宅サービスの

提供体制を重点的に整備するため、従来の在宅サービスと

異なる内容の新しい在宅サービスを提供する事業所がおおむね倍増するよう、

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

② 小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス

に係る指定地域密着型サービス事業者の指定について、公募を実施。

（１）施設機能の地域展開

１ 地域の実情に応じた介護保険の保険者としての期待の明確化

【参考】 「桑名市地域包括ケア計画」の特徴的な内容（１）

○ 地域密着型サービス事業者の「運営推進会議」等について、

地域住民に対する普及啓発を図る場として活用。

（２）「運営推進会議」等の活用
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○ 介護保険の保険者である市町村の委託を受けて

事業を運営する準公的機関である

地域包括支援センターについて、

次に掲げる事業運営方針を提示。

① 地域包括支援センターの位置付けに関する自覚の徹底

② 高齢者の自立支援に向けたケアマネジメントのための

「チームプレー」の励行

③ 介護予防や日常生活支援に資する地域づくりの推進のための

「プレーヤー」から「マネージャー」への転換

（３）地域包括支援センターの事業運営方針の提示

【参考】 「桑名市地域包括ケア計画」の特徴的な内容（２）



○ 地域資源のネットワーク化の前提となる

地域資源の「見える化」を図るため、

次に掲げる等の事例を紹介。

① 地域住民を主体とする「サポーター」

② 地域住民を主体とする「通いの場」

③ 事業所の地域開放

○ 平成２７～２９年度の保険料基準額（月額）について、

自然体で５，４１７円と推計した上で、

要介護・要支援認定率の上昇を抑制する等の施策を反映し、

５，２３９円（▲１７８円）と算定。

３ 保険料負担の増大を抑制する努力の「見える化」

２ 地域資源のネットワーク化の前提となる地域資源の「見える化」
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【参考】「桑名市地域包括ケア計画」の特徴的な内容（３）



桑 名 市
KUWANA CITY

Ⅲ.計画の重点事項に係る施策・事業

桑名市地域包括ケア計画の進捗状況
（計画における重点事項を中心に）
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○○○○○○○○○○○○
（■■■■■）
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【計画書Ｐ．▲▲～▲▲】

実施に関する基本的な方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

タイトル（施策・事業名）

計画書の掲載ページ

担当部署

計画書の内容をもとに基本的な方針を記載

○・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

○・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

評価指標

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

・・・・・
・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・。

※計画に「量の見込み」（計画値）が
あるものは、その数値を併記。

※上記以外のものは、「方向性」を矢印
記号で表示。

※表中の数値は、年度途中の段階では
「－」と表示。

評 価 シ ー ト の 構 成



桑 名 市
KUWANA CITY

身近な地域での多様な資源の
「 見 え る 化 」 ・ 創 出

桑名市地域包括ケア計画の進捗状況

重点事項.１

（計画における重点事項を中心に）
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【重点事項.１】身近な地域での多様な資源の「見える化」・創出

15

介護予防に資するサービスの提供を実現するためには、身近な地域での多様な資源の「見える化」・創出に取り組む
ことが重要です。地域住民を主体として、支援を必要とする者を支援する「サポーター」や地域交流の機会を提供する
「通いの場」の「見える化」・創出に取り組むことが求められます。
このため、

○ 保健センター、地域包括支援センター等に配置された保健・福祉専門職等は、自らサービスを提供する「プレー
ヤー」から、地域住民による自発的な活動や参加を働きかける「マネージャー」へと役割を転換しなければなりません。

○ また、地域づくりを推進するため、平成２７年度より、平成２６年度介護保険制度改革で地域支援事業の一類型とし
て創設される新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」、「生活支援体制整備事業」を実施します。

【計画書Ｐ．２６～３３】



新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」

16

平成２６年介護保険制度改革では、平成２７年４月より、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が予防給付から地域
支援事業へ移行することに伴い、新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」が地域支援事業の一類型として創設。
その中で、①要支援者及び「基本チェックリスト」該当者を対象として、「介護予防ケアマネジメント」に基づき、多

様なニーズに応じた多様なサービスを提供する「介護予防・生活支援サービス事業」と併せて、②一次予防事業と二次予
防事業とを区分することなく、すべての高齢者を対象として、介護予防に資する地域づくりを推進する「一般介護予防事
業」が位置付けられました。なお、「一般介護予防事業」には、「地域リハビリテーション活動支援事業」が創設される。
桑名市では、平成２７年度より、「生活支援体制整備事業」と併せて、新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」を

実施します。なお、「小さく生んで大きく育てる」という考え方に基づき、まずは、平成２７年度に開始した上で、その
後、必要に応じ、見直します。

【計画書Ｐ．２８３～３５９】



「短期集中予防サービス」の創設（栄養いきいき訪問）
（地域保健課）
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【計画書Ｐ．２９８・３３６・３３７】

区分
27年度 28年度 29年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

利用者数
（人／年）

28 ー 29 ー 29 ー

事業費
（千円／年）

656 ー 679 ー 679 ー

実施に関する基本的な方針

地域の医療・介護専門職においては、それぞれの専門性を発揮することにより、運動、栄養、口腔、認知等に関するリ
スクを抱える高齢者に対し、介護保険を「卒業」して地域活動に「デビュー」するよう、生活機能の向上を実現する専門
的なサービスを短期集中で提供することが期待されます。
このため、三重県地域活動栄養士連絡協議会桑名支部に委託し、栄養に関するリスクを抱える高齢者を対象として、管

理栄養士が訪問栄養食事指導を提供する「短期集中予防サービス」（「栄養いきいき訪問」）を創設します。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

評価指標（計画の「量の見込み」）

○ 平成27年4月よりサービス提供が円滑に行えるよう所要
の事務等を進めます。

○ 市民や関係者に対して本サービスの周知を図りながら、
利用者の増加を図り、生活の質の向上に向けて栄養改善を
促進します。

○ 三重県地域活動栄養士連絡協議会桑名支部と契約締結し、
訪問に必要な書類を整備。

○ 平成27年8月31日現在で１人が利用。
○ 平成27年4月のサービス提供開始以来利用者が低調に推
移しているため、利用に至らない原因や課題の検討を行う
必要があります。



「短期集中予防サービス」の創設（お口いきいき訪問）
（地域医療課）
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【計画書Ｐ．２９８・３３８】

区分
27年度 28年度 29年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

利用者数
（人／年）

307 － 313 － 318 －

事業費
（千円／年）

3,869 － 3,944 － 4,007 －

実施に関する基本的な方針

地域の医療・介護専門職においては、それぞれの専門性を発揮することにより、運動、栄養、口腔、認知等に関するリ
スクを抱える高齢者に対し、介護保険を「卒業」して地域活動に「デビュー」するよう、生活機能の向上を実現する専門
的なサービスを短期集中で提供することが期待されます。
このため、三重県歯科衛生士会桑員支部に委託し、口腔に関するリスクを抱える高齢者を対象として、歯科衛生士が訪

問口腔ケアを提供する「短期集中予防サービス」（「お口いきいき訪問」）を創設します。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

評価指標（計画の「量の見込み」）

○ 平成27年4月よりサービス提供が円滑に行えるよう所要
の事務等を進めます。

○ 市民や関係者に対して本サービスの周知を図りながら、
利用者の増加を図り、高齢者の口腔において機能向上とケ
アの改善を促進します。

○ 契約の締結等、所要の手続きを経て、予定どおり平成27
年4月よりサービスが提供できる体制を確保。

○ 平成27年8月31日現在の利用者は０人。
○ 訪問に対応する歯科衛生士の増員と育成のため、市と歯
科衛生士会で勉強会を開催。

○ 訪問時に歯科診療が必要になった場合、桑員歯科医師会
と連携が取れるよう体制を整えます。



「短期集中予防サービス」の創設（くらしいきいき教室）
（地域介護課、サービス推進室）
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【計画書Ｐ．２９９・３００・３４５・３４６】

区分
27年度 28年度 29年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

利用者数
（人／年）

464 － 631 － 640 －

事業費
（千円／年）

58,511 － 79,580 － 80,704 －

実施に関する基本的な方針

生活機能の向上を実現するためには、通所型サービスを提供することにより、「心身機能」を改善するとともに、訪問
型サービスを提供することにより、「活動」や「参加」を促進することが効果的であるものと考えられます。
認知症対応型通所介護等に係る指定地域密着型サービス事業者の指定又は通所介護等に係る指定居宅サービス事業者の

指定を受けたものにおいて、運動、栄養、口腔、認知等に関するリスクを抱える高齢者を対象として、リハビリテーショ
ン専門職がアセスメント及びモニタリングに関与しながら、医療・介護専門職等が、
①送迎を伴う通所による機能回復訓練等、②訪問による生活環境調整等
を組み合わせて一体的に提供する「短期集中予防サービス」（「くらしいきいき教室」）を創設します。

○ 事業者選定を行った上で、予定どおり平成27年7月より
サービス提供が円滑にできるよう事業者指定や契約締結等
の所要の事務を進めます。

○ 市民や関係者に対して本サービスの周知を図りながら、
利用者の増加を図り、介護保険の「卒業」、地域活動への
「デビュー」につなげていきます。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標（計画の「量の見込み」） 自己評価・外部評価

○ 公募型プロポーザル方式により事業者選定を行い、６事
業者を選定し、平成27年7月1日付けで事業者指定・契約
締結を行っています。

○ 平成27年8月31日現在で2人が利用。
○ サービスの利用を促進するため、地域生活応援会議や窓
口において、介護支援専門員等にサービス利用の呼びかけ
を行っています。

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施



「サポーター」の「見える化」・創出（えぷろんサービス）
（地域介護課、サービス推進室）
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【計画書Ｐ．３０３・３０４・３３３】

区分
27年度 28年度 29年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

利用時間数
（時間／年）

2,400 － 2,496 － 2,580 －

事業費
（千円／年）

1,680 － 1,748 － 1,806 －

実施に関する基本的な方針

日常生活支援について、多様なニーズに応じた多様なサービスの提供体制の整備を推進することが求められます。
この点、桑名市シルバー人材センターは、重要な地域資源の一つです。このため、桑名市シルバー人材センターに委託

し、日常生活支援を必要とする高齢者を対象として、「高齢者サポーター養成講座」等を修了した会員が訪問による掃除、
買物、外出支援、調理、洗濯、ゴミ出し、話し相手等を提供するサービス（「えぷろんサービス」）を創設します。

○ 平成27年4月よりサービス提供が円滑に行えるよう所
要の事務等を進めます。

○ 市民や関係者に対して本サービスの周知を図りながら、
利用者の増加を図り、高齢者の地域での自立した日常生
活を促進します。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

○ 契約の締結等、所要の手続きを経て、予定どおり平成
27年4月よりサービスが提供できる体制を確保。

○ 平成27年8月31日現在で2人が利用。
○ 平成27年4月のサービス提供開始以来、利用者が低調
に推移しているため、地域生活応援会議や窓口において、
介護支援専門員等にサービス利用の呼びかけを行ってい
ます。

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

評価指標（計画の「量の見込み」）



「サポーター」の「見える化」・創出（おいしく食べよう訪問）
（地域保健課）
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【計画書Ｐ．３０４・３３４・３３５】

区分
27年度 28年度 29年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

利用者数
（人／年）

54 － 55 － 55 －

事業費
（千円／年）

137 － 139 － 139 －

実施に関する基本的な方針

健康の基本である食生活の改善のための活動を展開する食生活改善推進員は、重要な地域資源の一つです。
このため、桑名市食生活改善推進協議会に委託し、食生活改善を必要とする高齢者を対象として、「高齢者サポーター

養成講座」等を修了した食生活改善推進員が訪問による食事相談、献立相談、調理相談、体重測定等を提供するサービス
（「おいしく食べよう訪問」）を創設します。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

評価指標（計画の「量の見込み」）

○ 平成27年4月よりサービス提供が円滑に行えるよう所要
の事務等を進めます。

○ 市民や関係者に対して本サービスの周知を図りながら、
利用者の増加を図り、食生活改善を促進します。

○ 桑名市食生活改善推進協議会と契約締結し、訪問に必要
な書類を準備。

○ ステップアップ研修を平成27年6月に実施し、51名が受
講済。

○ 平成27年8月31日現在の利用者は0人。
○ 平成27年4月のサービス提供開始以来利用者がないため、
利用に至らない原因や課題の検討を行う必要があります。



「サポーター」の「見える化」・創出（「通いの場」応援隊）
（地域介護課、サービス推進室）
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【計画書Ｐ．３０５・３３９】

実施に関する基本的な方針

高齢者の状態像や、地域住民を主体として地域交流の機会を提供する「通いの場」の立地状況によっては、閉じこもり
とならないよう、自宅を始めとする住まいと「通いの場」との間で移動支援を提供する必要があります。
移動支援を必要とする高齢者を対象として、ボランティアが日常生活圏域の範囲内で「シルバーサロン」又は「健康・

ケア教室」の利用のための移動支援を提供するサービス（「『通いの場』応援隊」）を創設します。
具体的には、「桑名市介護支援ボランティア制度」を適用する方向で、検討します。
なお、福祉有償運送を提供する訪問介護事業者は、重要な地域資源の一つです。
このため、福祉有償運送を提供する訪問介護事業者について、「見える化」を図るため、名称、連絡先、旅客の範囲、

運送の区域、対価等を記載したリストを作成して公表する方向で検討します。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

移動支援を必要とする高齢者に対してサービスを提供し、
「通いの場」の利用促進に努めていきます。

評価指標

○ 「桑名市介護支援ボランティア制度」を活用し、平成27
年度中にサービス提供が円滑に行えるよう所要の事務を進
めます。

○ 平成27年10月以降の事業開始に向けて、生活支援コー
ディネーターと連携して検討を行っています。

○ 現在「桑名市介護支援ボランティア制度」に未登録のシ
ルバーサロンに対して、登録の依頼を行っています。

○ 市内全域でのスタートではなく、順次地域を拡大。その
ため、現在個別に各地域のシルバーサロンに受け入れを依
頼していきます。

方向性 27年度 28年度 29年度

ケアプランに基づく
サービス提供件数

－ － －

（単位：件／年）



「通いの場」の「見える化」・創出（シルバーサロン）
（地域介護課、サービス推進室）
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【計画書Ｐ．３０９・３１０・３４３】

区分
27年度 28年度 29年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

開催回数
（回／年）

827 － 838 － 849 －

事業費
（千円／年）

2,734 － 2,767 － 2,799 －

実施に関する基本的な方針

地域住民を主体として地域交流の機会を提供する「通いの場」である旧桑名市の「宅老所」、旧長島町の「まめじゃ
会」及び旧多度町の「ふれあいサロン」は、重要な地域資源の一つです。
とりわけ、旧桑名市の「宅老所」については、地区社会福祉協議会によって展開される地域福祉活動の拠点として機能

することが期待されます。このため、旧桑名市の「宅老所」（「移動宅老所」を含む。）において、要支援者及び「基本
チェックリスト」該当者を含む地域住民が相互に交流する機会を提供するサービス（「シルバーサロン」）について、実
績に応じて助成します。
そのほか、旧長島町の「まめじゃ会」及び旧多度町の「ふれあいサロン」についても、旧桑名市の「宅老所」とおおむ

ね同様に取り扱います。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

○ 所要の準備事務等の手続きを経て、予定どおり平成27年
4月より事業が開始できる体制を確保。

○ 今年度、旧桑名市の「宅老所」、旧長島町の「まめじゃ
会」及び旧多度町の「ふれあいサロン」の計13件の補助
金交付申請が提出され、各所で定期的に「シルバーサロ
ン」が開催されています。

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 平成27年4月より事業の開始が円滑に行えるよう所要の
準備事務等を進めます。

○ 市民や関係者に対して本サービスの周知を図りながら利
用者の増加を図り、高齢者が相互に交流する機会を確保し、
地域での自立した日常生活を促進します。

評価指標（計画の「量の見込み」）



「通いの場」の「見える化」・創出（健康・ケア教室）
（地域介護課、サービス推進室）
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【計画書Ｐ．３１１～３１５、３４４】

区分
27年度 28年度 29年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

開催箇所数
（箇所／年）

20 － 21 － 22 －

事業費
（千円／年）

4,800 － 5,040 － 5,280 －

実施に関する基本的な方針

地域で貴重な人材である医療・介護専門職を抱える重要な地域資源である医療機関及び介護事業所においては、医療や
介護を必要とする者に対し、医療・介護サービスを提供する拠点となるほか、地域住民に対し、予防・日常生活支援サー
ビスを提供する拠点となることにより、ひいては、地域に貢献し、かつ、地域に信頼される形で事業を運営することが期
待されます。
このため、指定等を受けた事業所において、地域交流スペース等を活用するとともに、「高齢者サポーター養成講座」

等を修了したボランティアと協働しながら、医療・介護専門職等が通所による運動、栄養、口腔、認知等に関する介護予
防教室を開催するなど、要支援者及び「基本チェックリスト」該当者を含む地域住民が相互に交流する機会を提供する
サービス（「健康・ケア教室」）について、実績に応じて助成します。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

○ 所要の準備事務等の手続きを経て、予定どおり平成27年
4月より事業が開始できる体制を確保。

○ 平成27年8月31日現在で6箇所が事業登録。
○ 市内介護保険サービス事業所や医療機関に対し、地域密
着型サービス事業所で開催される運営推進会議などの場を
活用したり、医師会や歯科医師会を通じて事業の周知や事
業登録の促進を図るよう進めていきます。

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 平成27年4月より事業の開始が円滑に行えるよう所要の
準備事務等を進めます。

○ 市内の介護保険サービス事業者や医療機関に対し、事業
の周知を図り、事業登録を促進し、在宅生活を過ごす高齢
者の「通いの場」の確保につなげていきます。

評価指標（計画の「量の見込み」）



健康増進事業と一体的な介護予防事業の展開
（地域保健課、地域医療課、地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．３２５・３２６】

実施に関する基本的な方針

保健センター、地域包括支援センター等に配置された保健・福祉専門職等は、自らサービスを提供する「プレーヤー」
から地域住民による自発的な活動や参加を働き掛ける「マネージャー」へと役割を転換しなければなりません。
保健センターの健康増進事業と地域包括支援センターの介護予防事業とは、一体的に展開されなければなりません。
このため、保健センター及び地域包括支援センターでは、相互に一体となって、地域の関係者と連携しながら、様々な

機会を通じ、地域住民に対し、①「セルフマネジメント（養生）」の重要性、②地域住民を主体として健康増進や介護予
防に取り組む必要性、③地域住民を主体とする取組みについて、地域住民相互間で話し合ってコンセンサスを得るととも
に、地域住民相互間で共有して内外に対する「見える化」を図る必要性等について、問題意識の共有を働き掛けます。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

評価指標

○ 各小学校区（多度、長島地区は中学校区）の地域活動の
場である「通いの場」づくりを支援するため、出前講座等
の健康教育を実施していきます。

○ 各地区において「通いの場」の創設を図っていきます。

○ 「通いの場」において、継続支援のために、健康教育を
実施していきます。

○ 平成27年8月31日現在、出前講座、スタート応援事業、
ふれあいトーク、健康教育等を延べ165回（健康ケアアド
バイザー派遣を除く）実施。

○ 保健師・管理栄養士を地区担当制にして、地域のデータ
を把握し、「見える化」を図り、地区の住民に対して、地
区の特性を説明し、共有します。

○ 桑名いきいき体操をツールとしてスタート応援事業をす
すめ、他課との連携を図ります。

○ 「通いの場」に対し、継続支援を行います。

市民を対象とした出前講座等の開催により、健康増進や介
護予防の重要性を知る機会を確保していきます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

講座等開催の
延べ回数

466 － － －

(※)健康・ケアアドバイザー派遣を除く。

（単位：回／年）



一般介護予防事業（介護予防把握事業）
（地域介護課、地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．３５１・３５２】

実施に関する基本的な方針

介護予防に資するサービスの提供を実現するためには、可能な限り、早期に、一定のリスクを抱える高齢者を把握する
ことが重要です。このため、桑名市及び桑名市地域包括支援センターにおいて、①要介護・要支援認定に関するデータ、
②「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」に基づくデータを活用することにより、可能な限り、早期に、
虚弱、運動、閉じこもり、転倒、栄養、口腔、認知、うつ等に関するリスクを抱える高齢者を把握します。
加えて、保健センター、地域包括支援センター等に配置された保健・福祉専門職等において、地域住民を主体として地

域交流の機会を提供する「通いの場」に関与する等の機会には、「基本チェックリスト」を活用することにより、可能な
限り、早期に、虚弱、運動、栄養、口腔、閉じこもり、認知、うつ等に関するリスクを抱える高齢者を把握します。

○ 桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・桑名』を
10,802人対象に実施。

○ 昨年のニーズ調査の結果から、地域包括支援相談員が閉
じこもり予防判定注意、認知症機能判定０、１レベルの方
（うち、転出、要介護認定を持つ人などを除く）を訪問。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

○ 平成27年8月に桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきい
き・桑名』を郵送し、同年8月末現在、6,604人分を回収
しました。

○ 未提出者にはがきを出して勧奨。民生委員に未提出者の
リストを渡し、回収の協力を依頼。

○ 平成27年8月31日現在、地域包括支援相談員が506人に
訪問。

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

調査の結果によりリスクを抱える高齢者に対し、地域包括
支援相談員が訪問支援を行うことにより、高齢者の地域生活
の支援に努めていきます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

訪問実施割合
（％）

87.8 － － －

(※)上記の割合は、地域包括支援相談員が訪問した割合（＝訪問者数/対象者数）



一般介護予防事業（介護予防普及啓発事業）
（地域介護課、地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．３５３】

実施に関する基本的な方針

高齢になっても、医療や介護を必要とする状態にならないよう、元気なうちから、健康増進や介護予防に十分な関心を
持つことは、重要です。
このため、桑名市では、医療・介護専門職団体と連携しながら、健康増進や介護予防をテーマとする市民公開シンポジ

ウムを開催します。 また、桑名市及び桑名市地域包括支援センターでは、地域の関係者と連携しながら、健康増進や介
護予防をテーマとする「桑名ふれあいトーク」等を開催します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 市民や関係者に対して地域包括ケアシステムの構築等に
ついて市民公開シンポジウム、ふれあいトークなどの機会
を通じ啓発・周知を図っていきます。

○ 今後も様々な機会をとらえて「地域包括ケアシステム」
の構築に向けて、市民に対し広く周知を図っていきます。

○ 平成27年8月31日現在、地域包括ケアシステムの構築等
に関するふれあいトーク・出前講座等を２件（110人参
加）実施。

○ 市民公開シンポジウム等については、平成28年1月16日
の開催に向けて準備を進めています。

市民を対象とした地域包括ケアシステムに関する講話等へ
の参加者数の増加を目指します。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

参加者数
（人／年）

308 － － －



一般介護予防事業（介護予防普及啓発事業（おいしく食べよう会））
（地域保健課）
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【計画書Ｐ．３５３】

実施に関する基本的な方針

食生活改善推進員は、重要な地域資源の一つです。
このため、桑名市食生活改善推進協議会に委託し、高齢者を始めとする地域住民を対象として、食生活の改善のための

料理教室（「おいしく食べよう会」）を開催します。
この場合においては、「おいしく食べよう会」が地域住民に対して健康やケアに関する情報を提供する機会となるよう、

「おいしく食べよう会」の企画立案及び実施に際しては、桑名市、桑名市地域包括支援センター及び桑名市食生活改善推
進協議会の連携を確保します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 平成27年4月よりサービス提供が円滑に行えるよう所要
の事務等を進めます。

○ 食生活改善のための料理教室を開催し、地域の交流の場
とします。

○ 桑名市食生活改善推進協議会と契約を締結。

○ 年間24回の料理教室の内、平成27年8月31日現在、
8回を実施しました。（おいしく食べよう会5回、男性料理
教室2回、一般伝達料理教室1回）

食生活改善に資する料理教室の開催を維持し、地域の交流
の場、健康・ケアに関する情報提供の場として推進していき
ます。 （単位：回／年）

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

開催回数 24 － － －



一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業（高齢者サポーター養成講座等））
（地域包括支援センター、桑名市社会福祉協議会）
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【計画書Ｐ．３５４】

実施に関する基本的な方針

地域住民を主体とする「サポーター」の活動や「通いの場」の運営が促進されるよう、高齢者の健康やケアに関する
知識を習得したボランティアを育成することは、重要です。
このため、引き続き、「高齢者サポーター養成講座」を桑名市社会福祉協議会に委託して開催します。
また、高齢者サポーターの養成が地域住民を主体とする「サポーター」の活動や「通いの場」の運営に結び付くよう、

「高齢者サポーター養成講座」を修了した者に継続的に働き掛けることも、重要です。
このため、今後、「高齢者サポーターステップアップ講座」を桑名市社会福祉協議会に委託して開催します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ ボランティア活動を通して高齢者の社会参加につなげて
いきます。

○ 地域の介護力の底上げを最終目標に、地域の高齢者の
サポートを行うための一定の技術・知識の習得を目指し
ます。

○ 高齢者サポーターの養成により地域住民を主体とする
「サポーター」の活動や「通いの場」の運営につなげます。

○ 平成27年10月22日より「高齢者サポーター養成講
座」開始（全４回）予定。今年度より、地域により着目
して活動いただけるよう、地区担当保健師や包括支援セ
ンター職員も加わったグループワークを、最終日に追加。

○ 「高齢者サポーターステップアップ講座」は平成28年
２月頃開催の予定。

養成講座等の参加者や講座終了後に地域で活動する方の
増加を目指します。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

参加人数
(※1)

①43
②－

－ － －

地域活動
希望者数(※2)

－ － － －

(※1)①は「高齢者サポーター養成講座」、②は同「ステップアップ講座」の参加人数。
(※2)講座終了後アンケートにより把握した、地域の活動をしようと思った方の人数。

（単位：人／年）



一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業（桑名いきいき体操サポーター養成講座等））
（地域保健課）

30

【計画書Ｐ．３５５】

実施に関する基本的な方針

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

「桑名いきいき体操」の普及が目的化しないよう、留意しながら、「桑名いきいき体操」が地域住民を主体として健康
増進や介護予防に取り組む契機を与える手段の一つとなるよう、桑名市、桑名市地域包括支援センター及び桑名市社会福
祉協議会の連携を確保しながら、
①「桑名いきいき体操サポーター養成講座」
②「桑名いきいき体操サポーターステップアップ講座」
を開催します。

○ 平成27年4月より事業が円滑に行えるよう事業を計画。

○ 地域住民が主体となって介護予防及び健康づくりに取り
組むことの重要性について理解をしていただけるよう、地
域包括ケアシステムについても講座内容に取り入れ実施し、
サポーターとして活動する人の増加につなげていきます。

○ サポータ養成講座を年２回、ステップアップ講座を年１
回計画。サポーター養成講座については、平成27年7月に
実施しました。

サポーター養成講座等の開催を維持し、高齢者の健康増
進・介護予防を推進していきます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

サポーター養
成講座

2 － － －

ステップ
アップ講座

1 － － －

（単位：回／年）



一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業（桑名市介護支援ボランティア制度））
（地域包括支援センター、桑名市社会福祉協議会）
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【計画書Ｐ．３５６】

実施に関する基本的な方針

高齢者のボランティアを始めとする社会参加は、高齢者の介護予防に資するものです。このため、他の市町村における
例を参考として、平成２２年４月、「桑名市介護支援ボランティア制度」を創設しました。
引き続き、「桑名市介護支援ボランティア制度」を実施します。
なお、今後、地域住民を主体とする「サポーター」の活動や「通いの場」の運営が促進されるよう、必要な見直しを検

討します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 高齢者の介護支援ボランティア活動による地域貢献を積
極的に奨励し支援を行います。

○ 介護支援ボランティア登録者の増加を図りながら、高齢
者自身の社会参加活動を通じて介護予防を促進します。

○ 「『通いの場』応援隊」での活用を念頭に、移動支援の
運用を検討します。

○ 平成27年8月31日現在、ボランティア登録225人、事業
所登録69か所。

○ 市ホームページにて事業内容を始め、登録事業所及び登
録様式等の情報を提供し、周知に努めています。

○ 平成27年10月以降、「『通いの場』応援隊」を始動す
べく、要綱の改正と委託先である社会福祉協議会への説明、
通知等を行いました。

地域の支え合い体制づくりの推進のためにも、ボランティ
アや事業所の登録数の増加を目指していきます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

ボランティア
登録（人）

216 － － －

事業所登録
（か所）

68 － － －

※各年度3月31日現在の登録数。



生活支援体制整備事業

32

平成２６年介護保険制度改革では、平成２７年４月より、「生活支援体制整備事業」が地域支援事業の一類型として創
設されます。
桑名市では、平成２７年度より、「生活支援体制整備事業」を実施します。
具体的には、①「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置、②「協議体」の設置等に取り組みます。
これを通じ、桑名市社会福祉協議会において、桑名市及び桑名市地域包括支援センターと一体になって、地域に出向き、

ニーズに応えるサービスを提供するボランティアグループ、民間事業者等を発掘し、あるいは、地域住民を主体として
ニーズに応えるサービスを提供する活動を働き掛け、その「見える化」を図る取組みを重点的に展開するよう、期待しま
す。

【計画書Ｐ．４３９～４５１】



生活支援体制整備事業（「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置）
（福祉総務課、桑名市社会福祉協議会）
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【計画書Ｐ．４４４～４４８】

実施に関する基本的な方針

評価指標

平成２７年度以降、段階的に、桑名市社会福祉協議会において、桑名市の委託を受けて、
①市町村区域に相当する第１層で統括的な「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」
②日常生活圏域に相当する第２層でそれぞれの桑名市地域包括支援センターの管轄区域を担当する「生活支援コーディ
ネーター（地域支え合い推進員）」

を配置します。
この場合においては、桑名市、桑名市地域包括支援センター及び桑名市社会福祉協議会の相互の連携を確保します。

年度終了後、評価を実施

自己評価・外部評価

平成27年度までの目標・方向性

○ 平成27年4月から、生活支援体制整備事業を桑名市社会
福祉協議会（以下、「社協」という。）へ委託し、第１層
に１名、第２層に５名の生活支援コーディネーターを社協
に配置しました。

○ 具体的には、第１層の１名と第２層の３名を社協本所に、
第２層の１名を社協長島支所に、第２層の１名を社協多度
支所に配置しました。

現在の取り組み状況

○ 地域住民を主体とした「サポーター」「通いの場」につ
いて「見える化」・創出に取り組み、相互のネットワーク
を醸成するため次のとおりコーディネーターを配置します。
・市全体を区域とする第１層に生活支援コーディネーター
を１名配置します。

・日常生活圏域を区域とする第２層に生活支援コーディ
ネーターを５名配置します。

生活支援コーディネーターの配置数を維持し、地域生活を
支える体制づくりに努めていきます。

方向性 27年度 28年度 29年度

生活支援コーディネー
ター配置数

－ － －

（単位：人）



生活支援体制整備事業（「協議体」の設置）
（福祉総務課、地域介護課、桑名市社会福祉協議会）
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【計画書Ｐ． ４４４～４４７・４４９・４５０】

実施に関する基本的な方針

平成２７年度以降、段階的に「協議体」を設置します。
具体的には、市町村区域に相当する第１層では、桑名市において、桑名市地域包括支援センター及び桑名市社会福祉協

議会と一体になって、「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」を「協議体」として活用します。
また、日常生活圏域に相当する第２層では、桑名市社会福祉協議会において、桑名市及び桑名市地域包括支援センター

と一体になって、地域の関係者と連携しながら、地区社会福祉協議会を単位として、「協議体」を設置します。
なお、地区社会福祉協議会が設立されていない地区では、桑名市社会福祉協議会において、桑名市及び桑名市地域包括

支援センターと一体になって、地域の関係者に対し、地区社会福祉協議会の設立を働き掛けます。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

○ 第１層では、「桑名市地域包括ケアシステム推進協議
会」を「協議体」として活用しています。

○ 第２層では、各圏域の生活支援コーディネーターが、地
域に出向いて生活支援の取組みの必要性を話し合うことで、
「協議体」の設立に向けて働きかけを行っています。

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 地域住民を主体とした「サポーター」「通いの場」につ
いて「見える化」・創出に取り組み、相互のネットワーク
を醸成するため、段階的に第２層の「協議体」を設置して
いきます。

第１層「協議体」を維持するとともに、第２層「協議体」
については各圏域での設立を目指していきます。

方向性 27年度 28年度 29年度

第１層「協議体」の数 － － －

第２層「協議体」の数 － － －



生活支援体制整備事業（日常生活支援に関する地域住民に対する普及啓発）
（福祉総務課、桑名市社会福祉協議会）
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【計画書Ｐ．４５１】

実施に関する基本的な方針

「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」及び「協議体」が実効的に機能するよう、今後、桑名市社会福
祉協議会において、桑名市及び桑名市地域包括支援センターと一体になって、地域の関係者と連携しながら、様々な機会
を通じ、地域住民に対し、
①「セルフマネジメント（養生）」の重要性
②地域住民を主体として日常生活支援に取り組む必要性
③地域住民を主体とする取組みについて、地域住民相互間で話し合ってコンセンサスを得るとともに、地域住民相互間で
共有して内外に対する「見える化」を図る必要性

等について、問題意識の共有を働き掛けます。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

生活支援コーディネーターが各地域で開催される会議に出
席することを通じて、日常生活支援に関して普及啓発を図っ
ていきます。

○ 生活支援コーディネーターが、日常生活支援に取り組む
必要性等について地域住民に対して普及啓発を行っていき
ます。

○ 生活支援コーディネーターが、地域の関係者と連携を図
り、日常生活支援に取り組む必要性等を訴えるため、可能
な限り各地域の会議等に出席しています。

○ 生活支援コーディネーターが各地域で開催された会議に
出席した回数は、平成27年8月31日現在、延べ17回。

方向性 27年度 28年度 29年度

生活支援コーディネー
ターが出席した会議回数

－ － －

（単位：回／年）



生活支援体制整備事業、「通いの場」等の「見える化」・創出（健康・ケアアドバイザー派遣）
（地域保健課、地域医療課、地域包括支援センター、福祉総務課）
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【計画書Ｐ．３１６・３５８・３５９・４５１】

実施に関する基本的な方針

地域住民を主体として地域交流の機会を提供する「通いの場」が継続的に運営されるよう、リハビリテーション専門職
等が地域住民の主体性を阻害しない形で定期的に関与することは、重要です。
これは、「セルフマネジメント（養生）」を支援するため、リハビリテーション専門職等より、地域住民に対し、それ

ぞれの地域の実情に応じて健康やケアに関する情報を提供する機会としても、重要です。
このため、高齢者を始めとする地域住民に開放される「通いの場」を対象として、地域住民を主体として運営された実

績に応じ、リハビリテーション専門職等を「健康・ケアアドバイザー」として派遣します。
また、地域住民を主体とする取組みのうち、内外で先進的なモデルとなるものを対象として、人材の育成や設備の整備

のために一時的に必要な費用を助成する手法を検討します。

平成27年度までの目標・方向性

自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

「通いの場」の登録を促進するとともに「健康・ケアアド
バイザー」派遣を推進し、高齢者の地域生活を支援します。

評価指標

○ 平成27年5月から開始した「通いの場」登録団体に対し、
継続支援のために「健康・ケアアドバイザー」の積極的な
活用を進めていきます。

○ 「通いの場」に登録し、補助金申請のあった団体に対し、
その備品購入・改修費の補助金の交付を開始します。

○ 平成27年8月31日現在、 「通いの場」の登録団体は８
団体、「健康・ケアアドバイザー」派遣の実績は3件。

○ 「通いの場」に登録された団体に対する備品購入・改修
費の補助金交付の基準等を規定する要綱を平成27年8月に
定め、同年９月から補助金申請の受付を開始しています。

方向性 27年度 28年度 29年度

「通いの場」の登録数
（団体／年）

－ － －

健康・ケアアドバイザー
派遣件数（件／年）

－ － －



桑 名 市
KUWANA CITY

施 設 機 能 の 地 域 展 開

桑名市地域包括ケア計画の進捗状況

重点事項.２

（計画における重点事項を中心に）
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【重点事項.２】施設機能の地域展開

38

在宅生活の限界点を高めるサービスの提供を実現するためには、施設サービスと同様な機能を地域に展開する在宅サー
ビスの普及を促進することが重要です。このため、今後とも、
①「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
②「小規模多機能型居宅介護」及び「介護予防小規模多機能型居宅介護」
③「看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）」
の提供体制の重点的な整備を推進します。
また、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護に関しては、平成27～37年度の各年度における２か所

の整備を想定しています。

【計画書Ｐ．３４～３９ 】



定期巡回・随時対応型訪問介護看護
（サービス推進室）

39

【計画書Ｐ．１９６～２００】

サービスの実績及び見込み

区分
26年度
・実績

27年度 28年度 29年度 32年度
・計画

37年度
・計画計画 実績 計画 実績 計画 実績

事業所数（か所） １ 1 － 2 － 2 － 2 2

利用率（％） 0.3 0.3 － 0.5 － 0.7 － 1.4 2.4

利用者数（人／年） 78 144 － 276 － 432 － 948 1,896

給付費（千円／年） 7,167 30,348 － 57,702 － 87,936 － 191,961 379,183

自己評価・外部評価

年度終了後、評価を実施

現在のサービス提供・整備状況

圏域 東部 西部 南部 北部 多度 長島 計

か所数 ０ ０ ０ ０ ０ １ １

定員 － － － － － － －

（平成27年8月末現在）

○ 平成27年度公募により、多度圏域に１事業所を選定し、
平成28年4月よりサービス提供を開始する予定です。



小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
（サービス推進室）

サービスの実績及び見込み

【計画書Ｐ．２３３～２３６】

40

区分
26年度
・実績

27年度 28年度 29年度 32年度
・計画

37年度
・計画計画 実績 計画 実績 計画 実績

事業所数（か所） 5 5 － 7 － 8 － 13 22

定員数（人） 124 124 － 174 － 199 － 324 549

利用率
（％）

要介護 2.9 2.9 － 4.2 － 5.4 － 7.0 7.1

要支援 0.9 1.0 － 1.1 － 1.2 － 1.2 1.2

利用者数
（人／年）

要介護 912 972 － 1,440 － 1,968 － 2,988 3,684

要支援 161 204 － 228 － 264 － 300 348

給付費（千
円／年）

要介護 188,029 206,762 － 309,419 － 424,998 － 636,950 793,369

要支援 10,938 14,125 － 15,578 － 17,075 － 19,303 22,086

自己評価・外部評価

年度終了後、評価を実施

現在のサービス提供・整備状況

○ 平成27年度公募により、西部及び長島圏域にそれぞれ
１事業所を選定し、平成28年4月よりサービス提供を開始
する予定です。

圏域 東部 西部 南部 北部 多度 長島 計

か所数 1 1 ０ 3 ０ 0 5

定員 25 25 0 74 0 0 124

（平成27年8月末現在）



看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
（サービス推進室）

サービスの実績及び見込み

【計画書Ｐ．２３７～２３９】

41

区分
26年度
・実績

27年度 28年度 29年度 32年度
・計画

37年度
・計画計画 実績 計画 実績 計画 実績

事業所数（か所） １ 1 － 1 － 2 － 3 4

定員数（人） 25 25 － 25 － 50 － 75 100

利用率（％） 0.6 0.3 － 0.3 － 0.6 － 1.0 1.4

利用者数（人／年） 167 168 － 180 － 372 － 672 1,092

給付費（千円／年） 36,573 43,220 － 45,330 － 95,096 － 168,069 278,467

自己評価・外部評価

年度終了後、評価を実施

現在のサービス提供・整備状況

圏域 東部 西部 南部 北部 多度 長島 計

か所数 ０ ０ ０ 1 ０ ０ 1

定員 ０ ０ ０ 25 ０ ０ 25

（平成27年8月末現在）



認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護
（サービス推進室）

サービスの実績及び見込み

【計画書Ｐ．２２７～２３２】

42

自己評価・外部評価

年度終了後、評価を実施

現在のサービス提供・整備状況

○ 平成27年度公募により、東部圏域において１事業所を
選定し、平成28年度よりサービス提供を開始する予定。

圏域 東部 西部 南部 北部 多度 長島 計

か所数 1 1 0 3 1 1 7

定員 12 3 0 27 3 12 57

（平成27年8月末現在）

区分
26年度
・実績

27年度 28年度 29年度 32年度
・計画

37年度
・計画計画 実績 計画 実績 計画 実績

事業所数（か所） 6 6 8 10 16 26

定員数（人） 54 54 78 102 174 294

利用率
（％）

要介護 2.5 2.2 2.8 3.4 3.8 3.8

要支援 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

利用者数
（人／年）

要介護 814 732 960 1,224 1,608 1,944

要支援 0 12 12 12 12 12

利用回数
（回／年）

要介護 10,868 9,600 12,384 15,456 17,952 16,956

要支援 0 2 12 24 48 96

給付費（千
円／年）

要介護 116,102 104,354 133,285 165,345 185,780 159,723

要支援 0 17 72 167 408 840



介護・医療連携推進会議、運営推進会議の開催
（サービス推進室）

43

【計画書Ｐ．１６６・１６７】

実施に関する基本的な方針

地域密着型サービス事業者の地域連携を推進するため、引き続き、地域密着型サービス事業者（夜間対応型訪問介護、
地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護に係るものを除く。）において、「介護・医療連携推進会議」又は「運営
推進会議」を開催するよう求めます。
そして、今後、地域密着型サービス事業者において、利用者に対する介護予防に資するサービスの提供又は在宅生活の

限界点を高めるサービスの提供（在宅での看取りを含む。）に関する事例を紹介する機会として活用するよう期待します。
また、今後、桑名市、桑名市地域包括支援センター及び桑名市社会福祉協議会において、問題意識の共有を働きかける

機会として、あるいは、「通いの場」・「サポーター」の「見える化」・創出の取り組み、相互に連携して活動を展開す
るネットワークを醸成する機会として活用します。

平成27年度までの目標・方向性 現在の取り組み状況

評価指標 自己評価・外部評価

年度終了後、評価を実施

○ 地域密着型サービス事業所において、地域住民等の参画
を得て定期的に「運営推進会議」、「介護・医療連携推進
会議」を開催し、地域に開かれたサービス提供を行うこと
によって、サービスの質の確保を図っていきます。

○ 地域密着型サービス事業所の定期監査において、「運営
推進会議」は概ね２ケ月に１回、「介護・医療連携推進会
議」は概ね３ケ月に１回の頻度で開催すること、地域に開
かれたサービス提供に資する会議とすること及び地域住民
に対する普及啓発の場とすること等の指導を行っています。

「運営推進会議」、「介護・医療連携推進会議」の定期
的な開催を維持し、事業運営の透明化や地域住民への普及啓
発の推進等に努めていきます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

会議の
開催回数

136 － － －

（単位：回／年）



桑 名 市
KUWANA CITY

多 職 種 協 働 に よ る
ケアマネジメントの充実

桑名市地域包括ケア計画の進捗状況

重点事項.３

（計画における重点事項を中心に）

44



【重点事項.３】多職種協働によるケアマネジメントの充実

45

介護予防に資するサービスの提供及び在宅生活の限界点を高めるサービスの提供を実現するためには、個々の事例について、多職
種協働によるケアマネジメントを実践することが重要です。
このため、今後とも、「地域ケア会議」の充実に取り組み、地域の高齢者世帯の困難事例の解決のための「地域支援調整会議」の

ほか、多職種協働でケアマネジメントを支援するための「地域生活応援会議」を開催します。
入退院を契機として在宅から施設へ移行する事例が少なくなく、地域連携を通じて在宅復帰を支援する退院調整の充実に取り組む

ことが求められるため、平成２７年度より「在宅医療・介護連携推進事業」を実施します。
さらに、認知症について、危機の発生を前提とする「事後的な対応」から、危機の発生を防止する「事前的な対応」への構造的な

転換を実現することが求められるため、平成２７年度より「認知症施策推進事業」を実施します。
このように、多職種協働によるケアマネジメントの充実に取り組む体制を整備するため、平成２７年度より、地域包括支援セン

ターの機能を強化します。

【計画書Ｐ．４０～４４ 】



地域ケア会議推進事業

46

桑名市では、かねてより、「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」等のほか、「包括的・継続的ケアマネジメント
支援事業」を実施する一環として、次に掲げる「地域ケア会議」を開催しています。
①「地域支援調整会議」
②「地域生活応援会議」
③「ケアミーティング」
引き続き、各会議を開催しながら、「地域生活応援会議」では対象者を段階的に拡大していきます。

【計画書Ｐ．３８５～４０４ 】



地域ケア会議推進事業（地域支援調整会議）
（地域包括支援センター）

47

【計画書Ｐ．３８５・３８６・４０１】

実施に関する基本的な方針

それぞれの桑名市地域包括支援センターにおいて、桑名市と一体になって、高齢者、家族、民生委員、医療相談員、
介護支援専門員等の参加を得て、地域の高齢者世帯の困難事例の解決のための「地域支援調整会議」を開催しています。
引き続き、「地域ケア会議」の一類型としての「地域支援調整会議」を開催します。

平成27年度までの目標・方向性 現在の取り組み状況

評価指標 自己評価・外部評価

年度終了後、評価を実施

地域の高齢者世帯の困難事例の解決のために適宜会議を開
催し、関係者で相互に連携を図りながら地域生活を支援して
いきます。

○ 困難事例解決のため、支援者間の情報共有と支援方針決
定の場として適宜開催します。

○ 医療、法律、障害、児童、教育等の他分野及び地域住民
と連携する機会として活用します。

○ 高齢者虐待、成年後見制度利用、債務整理、経済的困窮、
消費生活被害等の困難事例対応の際に適宜開催しています。

○ 平成27年8月31日現在で、延べ19回開催。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

地域支援調整
会議開催回数

31 － － －

（単位：回／年）



地域ケア会議推進事業（地域生活応援会議）
（地域包括支援センター、地域保健課、地域医療課、サービス推進室、桑名市社会福祉協議会等）

48

【計画書Ｐ．３８７～３９７・４０２・４０３】

実施に関する基本的な方針

「地域生活応援会議」を開催する趣旨は、介護保険の基本理念である高齢者の自立支援を「机上の空論」から「現場の実践」へ転換
することと、高齢者の自立支援に向けたマネジメントを「個人プレー」から「チームプレー」へ転換していくことです。
このため、桑名市では、平成27年4月より、新規に要支援と認定された高齢者のほか、新規に「基本チェックリスト」該当と判定さ

れた高齢者も含め、在宅サービスを利用しようとするものを対象として、介護予防に資するケアマネジメントのための「地域生活応援
会議」を本格的に開催する取扱いとします。
また、 「地域生活応援会議」はケアマネジメントの資質の向上を図ると共に、個別ケースの課題分析の積み重ねにより地域課題を発

見し、地域に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげていきます。
なお、将来的には、次に掲げる等の高齢者を対象として、在宅生活の限界点を高めるケアマネジメントのための「地域生活応援会

議」を開催する方向で、検討します。第1に新規に要介護２・１と認定された高齢者のうちサービス利用をしようとする者。
第2に①在宅復帰を支援する退院調整の対象となる高齢者、②訪問系、通所系、宿泊系等の在宅サービスの利用から居住系の在宅サー
ビス又は施設サービスの利用へ移行しようとする高齢者。

○ 平成27年4月からの本格実施に向けて、平成26年10月
より「地域生活応援会議」を試行的に開始。

○ 介護予防に資するサービスの提供及び在宅生活の限界点
を高めるサービスの提供を実現するための多職種協働によ
るケアマネジメントを実践していきます。

平成27年度までの目標・方向性

○ 平成26年10月以来、事例が増えてきているため１度に5
事例以上を会議において取り上げる場合は、2チーム制で
地域生活応援会議を実施。

○ 会議開始以来、平成27年8月31日現在、事例件数は延べ
112件。うち介護保険サービスの「卒業」に至った件数は
延べ9件。

現在の取り組み状況

評価指標 自己評価・外部評価

年度終了後、評価を実施

地域生活応援会議における多職種協働のケアマネジメント
により、高齢者の自立支援を推進していきます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

「卒業」件数 0 － － －

（単位：人／年）

※ 上記件数は、「地域生活応援会議」での協議以降、介護保険サービスの
終了に至った方であり、転出・死亡などを含んでいることに留意。



地域ケア会議推進事業（ケアミーティング）
（サービス推進室）

49

【計画書Ｐ．３９８～４００・４０４】

実施に関する基本的な方針

新規に要介護・要支援認定の申請をした高齢者について、要介護・要支援認定又は「地域生活応援会議」に先立って暫
定的にサービスを利用しようとするときは、その理由を確認するとともに、「地域生活応援会議」で想定される指摘など、
留意点を伝達するため、桑名市及び対象者を担当する桑名市地域包括支援センターにおいて、対象者を担当する介護支援
専門員の参加を得て、「地域ケア会議」の一類型としての「ケアミーティング」を開催する取扱いとしています。
引き続き、要介護・要支援認定又は「地域生活応援会議」に先立つ暫定的なサービスの利用に関する手続を運用します。

平成27年度までの目標・方向性 現在の取り組み状況

評価指標 自己評価・外部評価

年度終了後、評価を実施

○ 介護保険の基本理念である自立支援を念頭に置き、利用
者にとって必要なサービスを組み込んだ、適切なケアプラ
ン作成を促します。

○ 平成26年10月に開始以降、継続して開催します。

○ 保険者、中央包括支援センター、担当包括支援センター、
担当居宅介護支援事業所によるケアプランの確認により、
担当介護支援専門員に、利用者にとって適切なプラン作成
を促します。

ケアミーティングによる暫定的なサービス利用を維持し、
適切なサービス利用を推進します。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

ケアミーティ
ング利用者数

65 － － －

※ 上記の利用者数は、ケアミーティングによる暫定的なサービス利用者数
（平成26年度は6か月間の利用者数）。

（単位：人／年）



在宅医療・介護連携推進事業

50

少子高齢社会に対応して「病院完結型医療」から「地域完結型医療」への構造的な転換を実現するためには、在宅介護
と連携した在宅医療を推進することが求められます。
そのためには、介護保険の保険者である市町村がかかりつけ医を基本とする郡市区医師会等と協働して一定の役割を果

たさなければなりません。
桑名市では、平成２７年度より、「在宅医療・介護連携推進事業」を実施します。

【計画書Ｐ．４０５～４３８】



在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護連携に関する相談の受付）
（地域医療課）

51

【計画書Ｐ．４２４・４２５】

実施に関する基本的な方針

個々の事例について、在宅医療・介護連携を支援するためには、地域包括支援センターで地域住民の相談を受け付けて
在宅医療・介護サービスを紹介するほか、地域包括支援センター、医療機関、介護事業所等の保健・医療・福祉・介護専
門職の相談を受け付けて在宅医療・介護サービスを紹介する窓口を開設することも、重要です。
このため、平成２７年度より、桑名市において、桑名医師会に委託し、桑名市地域包括支援センターと一体になって、

医療・介護専門職団体と連携しながら、「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」を運営します。
その一環として、桑名市及び「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」より、医療・介護専門職団体に対し、在宅介

護と連携した在宅医療に従事する医療・介護専門職について、人材の育成及び「見える化」に取り組むよう、要請します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」の周知を図り
ながら相談等に対応し、在宅医療・介護連携を推進します。

○ 桑名医師会に委託し、「桑名市在宅医療・介護連携支援
センター」を開設します。

○ 「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」では、地
域の医療・介護関係機関からの在宅医療・介護連携に関す
る相談に対応する窓口を開設します。

○ 平成27年5月に「桑名市在宅医療・介護連携支援セン
ター」を開設し、在宅医療・介護連携に関する相談に対応
する窓口を開設しました。

○ 地域の医療機関、介護事業所等に「桑名市在宅医療・介
護連携支援センター」で行う事業及び相談窓口開設の周知
を図っています。

方向性 27年度 28年度 29年度

在宅医療・介護連携支援セ
ンターにおける相談件数

－ － －

（単位：件／年）



在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護サービスに関する地域資源の「見える化」）
（地域医療課）
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【計画書Ｐ．４２６】

実施に関する基本的な方針

在宅医療・介護連携を推進する環境を整備するため、在宅医療・介護サービスに関する地域資源の「見える化」を図る
ことは、重要です。
このため、今後、桑名市及び「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」において、桑名市地域包括支援センターと一

体になって、医療・介護専門職団体等と連携しながら、平成２７年度中を目途に、各日常生活圏域に所在するそれぞれの
医療機関、介護事業所等の名称、連絡先、機能等を記載したリスト（「くわな在宅医療・介護マップ」）を作成して公表
するともに、それ以降、必要に応じ、「くわな在宅医療・介護マップ」を更新して公表します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 地域の医療機関・介護事業所等に調査を行い、在宅医療
と介護の連携に必要な地域資源を把握してリスト化し、関
係者間で共有します。

○ 調査で把握した情報のうち、地域住民に必要な情報を載
せた住民向けの資源マップを作成し、ホームページで公開
します。

○ 「くわな在宅医療・介護マップ」の作成を前提とした、
地域の医療機関・介護事業所等への調査については、調査
項目及び調査方法を「桑名市在宅医療・介護連携推進協議
会」及び「桑名市在宅医療・介護連携調整会議」にて検討
を行いました。平成28年2月末までに、住民向けの資源
マップを作成し、ホームページで公開するため、準備を進
めています。

「在宅医療・介護サービスマップ」を作成・公表し、地域
の在宅医療・介護サービスの「見える化」に努めます。

方向性 27年度 28年度 29年度

マップに掲載する医療
機関・介護事業所数

－ － －

（単位：か所／年）



在宅医療・介護連携推進事業（課題の抽出及びその解決のための方策の協議）
（地域医療課）
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【計画書Ｐ．４２６～４２８】

実施に関する基本的な方針

課題の抽出及びその解決のための方策の協議については、引き続き、医療、介護、予防、日常生活支援等の各分野で指導的な立場
にある地域の関係者の参加を得て開催される「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」を活用します。
そのほか、平成２７年度より、桑名市及び「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」において、桑名市地域包括支援センターと

一体になって、在宅医療・介護連携に関する実務に従事する医療・介護専門職団体等の代表者によって構成される「桑名市在宅医
療・介護連携調整会議」を設置します。
なお、今後、「在宅医療・介護連携推進事業」の実施に関する実績を評価する指標の一つとして、すべての死亡者数に占める自宅

での死亡者数の比率を活用します。
また、将来的には、在宅医療・介護連携を推進する基礎として、①要介護・要支援認定に関するデータ、②介護給付及び予防給付

に関するデータ、③「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」に基づくデータ、④後期高齢者医療及び国民健康保険
のレセプト、⑤後期高齢者医療及び国民健康保険の健康診査に関するデータ等を活用することにより、在宅介護と連携した在宅医療
に関するニーズを把握する手法を検討します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」にて抽出さ
れた課題について、その解決のための方策について「桑名
市在宅医療・介護連携推進協議会」及び「桑名市在宅医
療・介護連携調整会議」を設置して協議を行い、事業の推
進につなげていきます。

○ 「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」において
「桑名市在宅医療・介護連携推進協議会」及び「桑名市在
宅医療・介護連携調整会議」を設置し、本年度の事業推進
の方策について検討を行っています。

「桑名市在宅医療・介護連携推進協議会」及び「桑名市在
宅医療・介護連携調整会議」にて協議を行い、在宅医療・介
護連携の推進に努めていきます。

方向性 27年度 28年度 29年度

会議の開催回数 － － －

（単位：回／年）

※ 「桑名市在宅医療・介護連携推進協議会」及び「桑名市在宅医療・介護連携調整
会議」の開催回数。



在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護連携に関する地域住民に対する普及啓発）
（地域医療課、サービス推進室）
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【計画書Ｐ．４２９・４３０】

実施に関する基本的な方針

今後、在宅での看取りを含め、在宅介護と連携した在宅医療が推進されるよう、地域住民に対する普及啓発を図るため、
桑名市及び「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」において市民公開シンポジウムを開催するとともに、「介護・医
療連携推進会議」又は「運営推進会議」など、様々な機会を活用します。
今後、桑名市及び「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」において、桑名市地域包括支援センターと一体になって、

医療・介護専門職団体と連携しながら、様々な機会を通じ、医療・介護専門職のほか、地域住民に対し、①診療中の患者
が受診後２４時間を超えて死亡した場合にも、医師は、改めて自ら診察した上で、死亡診断書を交付することができるこ
と、②医師は、死体を検案して異常があると認めた場合を除き、警察署に届け出る必要がないこと等について周知します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 地域住民を対象とした、在宅医療や介護に関する講習会
を開催し、地域住民の在宅医療に関する理解の促進を図っ
ていきます。

○ 平成27年11月15日に地域住民向け講習会を開催するた
め、「桑名市在宅医療・介護連携推進協議会」及び「桑名
市在宅医療・介護連携調整会議」にて検討を行い、開催に
向けて多職種が協働して準備を進めています。

方向性 27年度 28年度 29年度

講習会等の参加人数 － － －

（単位：人／年）

地域住民に対する講習会等を開催し、在宅医療・介護連携
の推進に努めていきます。



在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護連携に関する医療・介護専門職に対する研修）
（地域医療課、地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．４３１・４３２】

実施に関する基本的な方針

① 今後、桑名市及び「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」において、桑名市地域包括支援センターと一体になっ
て、医療・介護専門職団体と連携しながら、 「桑名市在宅医療・ケア研究会」を開催するとともに、「桑名市在宅医
療・介護連携多職種協働研修会」を開催する方向で検討します。

② 今後、桑名市より、リハビリテーション専門職団体に対し、地域のリハビリテーション専門職がそれぞれの経験を相
互に交流する場（「桑名市地域リハビリテーション専門職交流会」）を設けるよう、働き掛けます。

③ 引き続き、「桑名市病院・地域包括支援センター合同勉強会」を開催します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 地域の医療・介護関係者の連携を実現するため、「顔の
見える関係」づくりと、共通の課題認識ができるよう、多
職種でのグループワーク等の研修及び講演会を開始します。

○ 桑名市リハビリテーション専門職交流会を開催します。
○ 「桑名市病院・地域包括支援センター合同勉強会」につ
いては引き続き開催します。

○ 「桑名市在宅医療・介護連携調整会議」にて、研修の内
容について検討を行っていく予定。

○ また、平成28年2月には、医療・介護関係者向けの研修
会を開催する予定。

○ 桑名市内のリハビリテーション専門職（PT・OT・ST）
の名簿を作成し、研修等の情報提供を行っています。

○ 「桑名市病院・地域包括支援センター合同勉強会」につ
いては、今年度は４月に開催されました。

医療・介護専門職を対象とした研修会等を開催し、在宅医
療・介護連携の推進に努めていきます。

方向性 27年度 28年度 29年度

研修会・講演会等の
参加人数

－ － －

（単位：人／年）



在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護サービスの提供に関する情報の共有）
（地域医療課）
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【計画書Ｐ．４３３・４３４】

実施に関する基本的な方針

平成２４年度以降、厚生労働省等において、それぞれのコンピューターシステムを保有する医療機関、介護事業所等の
相互間で在宅医療・介護サービスの提供に関する情報を共有するためのデータの標準化等に取り組んでいます。
その動向を踏まえ、将来的には、桑名市及び「桑名市在宅医療・介護連携支援センター」において、桑名市地域包括支

援センターと一体になって、医療・介護専門職団体と連携しながら、医療・介護専門職相互間での在宅医療・介護サービ
スの提供に関する情報の共有を支援するための方策を検討します。また、医療・介護専門職に対し、「主治医とケアマ
ネージャー（介護支援専門員）の連絡票」及び「地域連携口腔ケアサマリー」を有効に活用するよう、働き掛けます。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

情報共有ツールの活用等を通じて、医療・介護専門職相互
間の情報共有を図っていきます。

○ ＩＣＴを活用した情報共有ツールを導入し、在宅で療養
する方を取り巻く多職種で情報を共有し、質の高い医療・
介護サービスを提供することのできる体制を整えます。

○ 情報共有ツールの運用に向けて「利用規約」等について
整備を行うとともに、各医療機関、介護事業所等を対象に
説明会を開催しました。今後は、利用施設の登録や操作研
修会の開催等を行い、本稼働に向けての準備を進めていく
予定です。

方向性 27年度 28年度 29年度

ICTを活用した情報共有
ツールを利用する医療
機関・介護事業所

－ － －

（単位：人／年）



認知症施策推進事業
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地域で認知症高齢者及びその家族を支援するためには、保健・医療・福祉・介護専門職のほか、地域住民も含め、問題
意識を共有した上で、相互に連携して対応することが重要です。
桑名市では、平成２７年度より、「認知症施策推進事業」を実施します。
具体的には、「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」（平成２４年９月厚生労働省）に盛り込まれた
①「認知症ケアパス」の作成及び更新並びに公表
②「認知症初期集中支援チーム」の設置
③「認知症地域支援推進員」の配置
等に取り組みます

【計画書Ｐ．４５２～４６６】



認知症施策推進事業（「桑名市認知症ケアパス」の作成及び更新並びに公表）
（地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．４６０】

実施に関する基本的な方針

桑名市及び桑名市地域包括支援センターにおいて、医療・介護専門職団体と連携しながら、地域で標準的な認知症ケア
の流れを日常生活圏域ごとに明らかにする「桑名市認知症ケアパス」について、平成26年度中を目途に、初めて作成して
公表するとともに、平成27年度以降、必要に応じ、更新して公表します。
その一環として、「認知症サポート医養成研修」又は「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を修了した医師など、認

知症に関する相談に対応する医師（「もの忘れ相談医」）について、リストを公表します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

認知症ケアパス「くわな認知症安心ナビ」を定期的な更新
を維持し、認知症ケアの流れの明確化に努めていきます。

○ 各地域包括支援センターの職員によるケアパス作成ワー
キングチームを立ち上げ、平成27年3月末にケアパスが完
成。完成したケアパスのタイトルを「くわな認知症安心ナ
ビ」としました。

〇 必要に応じ内容を更新し、タイムリーな情報提供ができ
るように努めていきます。

○ 市民への周知のため、平成27年4月1日の市長記者会見
でケアパスの完成を紹介し、新聞にも掲載されました。ま
た、市ホームページに掲載するほか、各地域包括支援セン
ターの窓口やオレンジカフェの会場などで配布しています。

〇 平成27年7月に内容を一部更新。

方向性 27年度 28年度 29年度

認知症ケアパスの
更新回数

－ － －

（単位：回／年）



認知症施策推進事業（「認知症初期集中支援チーム」の設置）
（地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．４６１】

実施に関する基本的な方針

平成２７年度より、それぞれの桑名市地域包括支援センターにおいて、保健・福祉専門職及び桑名医師会の推薦を受け
た嘱託医によって構成される「認知症初期集中支援チーム」を設置します。
具体的には、「認知症初期集中支援チーム」の構成員において、様々な機会を通じ、高齢者及びその家族を始めとする

地域住民に対し、総合相談支援を実施するほか、
①要介護・要支援認定に関するデータ
②「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」に基づくデータ
を活用することにより、認知等に関するリスクを抱える高齢者のうち、在宅サービス又は施設サービスを利用していない
ものを対象として、戸別訪問等による総合相談支援を実施します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 平成27年4月より各地域包括支援センター（中央除く）に
「認知症初期集中支援チーム」を設置。

○ 「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」
から抽出した訪問支援対象者へ、チーム員と地域包括支援セ
ンターが一体となり訪問し、必要な支援につなげます。

○ チーム員による支援が開始したら、チーム員会議を開催し、
今後の支援についてチームの嘱託医とともに検討。

○ 各包括チーム員による会議を開催し、訪問対象者、アセスメ
ント様式、チーム員会議の開催等について検討。

○ 「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」か
ら訪問支援対象者を抽出（232名）。そのうち、訪問等で状況
を把握しているのは52名（22.4％）。（H27年8月31日時点）

○ チーム員会議を15回開催、延べ20ケースの支援について検討。
（平成27年8月31日時点）

○ 認知症初期集中支援チーム員研修をチーム員10名が受講。

「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」か
ら抽出した対象者の状況を把握し、必要に応じて早期支援に努
めます。

方向性 27年度 28年度 29年度

ニーズ調査から抽出し
た対象者への把握割合

－ － －

（単位：％）



認知症施策推進事業（「認知症地域支援推進員」の配置）
（地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．４６２】

実施に関する基本的な方針

認知症に関する地域連携を推進するため、平成２７年度より、桑名市及びすべての桑名市地域包括支援センターにおい
て、「認知症地域支援推進員研修」を修了して認知症施策推進事業の企画立案及び実施を担当する保健・福祉専門職であ
る「認知症地域支援推進員」を配置します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 各地域包括支援センターへの設置に向け、平成26年度は
中央地域包括支援センターから２名、西部地域包括支援セ
ンター、南部地域包括支援センター、北部東地域包括支援
センターから各１名の職員が認知症地域支援推進員研修を
受講しました。

○ 平成27年度中に、すべての地域包括支援センターに推進
員を設置します。

○ 今年度は、認知症地域支援推進員研修を9名が受講予定。
これにより、桑名市のすべての地域包括支援センターに地
域支援推進員が設置されます。

○ それぞれの地域支援推進員が連携して活動が行えるよう、
「地域支援推進員の会」を開催。徘徊模擬訓練等について
計画していく予定。

認知症地域支援推進員の計画・実施による徘徊模擬訓練を
開催し、地域住民の認知症の理解を深め、認知症になっても
安心して暮らせる地域づくりに努めます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

徘徊模擬訓練
の開催回数

0 － － －

（単位：回／年）



認知症施策推進事業（「桑名市認知症ケア地域連携調整会議」等の開催）
（地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．４６３・４６４】

実施に関する基本的な方針

平成２７年度より、「認知症地域支援推進員」及び「認知症初期集中支援チーム」の構成員のほか、桑名医師会、認知
症疾患医療センター等の代表者の参加を得て、「桑名市認知症ケア地域連携調整会議」を開催します。
その他、今後、 「桑名市認知症ケア地域連携調整会議」の議を経て、「認知症市民公開講座」、「認知症専門職講演

会」、「認知症ケア多職種協働研修会」を開催します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 平成20年7月、桑名医師会の代表者を中心として「認知
症ネットワーク連携部会」を設置。

○ 認知症初期集中支援チームの運用等を検討する「桑名市
認知症ケア地域連携調整会議」は「認知症ネットワーク連
携部会」を活用し開催します。

○ 平成27年度第１回認知症ネットワーク連携部会を平成
27年4月16日に開催。

○ 平成27年6月18日に認知症多職種協働研修会を開催。
42カ所の事業所が参加。次回は同年12月3日に「認知症ラ
イフサポート研修」を開催予定。

○ 平成27年9月26日に「認知症市民公開講座」を開催。平
成28年1月23日には「認知症専門職講演会」を開催予定。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

認知症多職種
協働研修会の
参加事業所数

63 － － －

認知症多職種協働研修会への参加事業所数を増やし、認知
症ケアの向上を目指していきます。

（単位：人／年）



認知症施策推進事業（「オレンジカフェ」の開催）
（地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．４６３】

実施に関する基本的な方針

地域で認知症高齢者及びその家族を支援する環境を整備するため、平成２７年度より、それぞれの桑名市地域包
括支援センターにおいて、桑名市と一体となって、「認知症カフェ」に相当する「オレンジカフェ」を開催します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 各地域包括支援センターでオレンジカフェを計画。
公共施設や寺、介護サービス事業所、医療機関等を活用
し、年間32回開催予定。

○ 市内5カ所、計7回開催。認知症の本人、家族、自治会長、
民生委員、ボランティア、専門職等、延べ185人が参加。
本人、家族、地域住民は、１回あたり（平均）15人参加。
（平成27年8月31日現在）

○ 桑名市広報、ホームページ、メルマガ、チラシ等で、周
知を図っています。

○ 担当者会議を２回開催（平成27年8月31日現在）し、
内容、周知等について検討。

オレンジカフェへの認知症本人、家族、地域住民の参加者
を確保し、認知症の方及びその家族が暮らしやすい地域づく
りに努めます。

方向性 27年度 28年度 29年度

1回あたりの
参加者数（人／回）

－ － －



権利擁護事業（法人後見及び市民後見の提供体制の整備）
（地域包括支援センター、障害福祉課、桑名市社会福祉協議会）
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【計画書Ｐ．３８１～３８４】

実施に関する基本的な方針

平成２７年度より、桑名市社会福祉協議会において、桑名市及び桑名市地域包括支援センターと一体になって、地域福
祉を推進する立場で成年後見に関する相談支援を実施する「桑名市福祉後見サポートセンター」を運営します。
具体的には、従前の「法人後見運営委員会」を改称して引き継いだ「福祉後見運営委員会」の議を経て、引き続き、必

要に応じ、法人後見を受任するとともに、法務・福祉専門職団体と連携しながら、
①平成２７年度より、「市民後見人養成講座」
②平成２９年度より、「市民後見人ステップアップ講座」
を開催する方向で、検討します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 平成27年度中に成年後見制度に関する相談、支援や情報
提供を行う「桑名市福祉後見サポートセンター」を開設し
ます。

○ 平成27年度中に市民公開シンポジウムを開催し、成年後
見制度の周知啓発を図ります。

○ 平成27年度中に市民後見人養成講座を開講します。

○ 平成27年7月1日に福祉後見サポートセンターを開設。
あわせて、福祉後見サポートセンター運営委員会を設置。

○ 平成27年8月31日現在、法人後見２件受任、１件申立中。

成年後見に対するニーズが増大する中で、法人後見及び市
民後見の提供体制の整備を図りながら、この受任件数の増加
を目指します。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

法人後見受任 1 － － －

市民後見受任 － － － －

（単位：件／年）



総合相談支援事業（高齢者見守りネットワーク）
（地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．３７９】

実施に関する基本的な方針

地域の関係者と連携しながら、地域における「見守り」を確保することにより、支援を必要とする高齢者を早期に発見
して適切に支援することは、重要です。
その一環として、平成２０年１月以降、順次、１３地区において、民生委員、自治会、老人クラブ等の参加を得て、

「高齢者見守りネットワーク」を立ち上げました。
なお、桑名市において、①平成２３年３月に郵便局及び新聞販売店、②平成２５年４月に上下水道部

との間で、日常の事業を通じて気付いた高齢者等の異変を通報するよう、協定を締結しました。
引き続き、「総合相談事業」を実施します。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

○ 各地区で「高齢者見守りネットワーク」を順次構築し、
支援が必要な高齢者を早期に発見して適切な支援に結びつ
けます。

○ 日常の事業を通じて気付いた高齢者等の異変を通報して
いただく等の協定について、公民連携（PPP)推進の観点
からも、地域の民間事業所等との協定締結を推進します。

○ 平成27年8月31日現在、13地区において「高齢者見守
りネットワーク」を構築。

○ 民間事業所等との協定については、平成27年4月に東邦
ガス株式会社、同年7月に株式会社セブン-イレブン・ジャ
パン（13店舗）、同年9月18日にワタミフードシステムズ
株式会社宅食事業部、森永牛乳販売店（3店舗）、同年9
月24日にユニー株式会社（4店舗）と協定を締結。

高齢者の異変を通報していただく等の民間事業者等との協
定締結を推進し、地域で支える体制づくりに努めていきます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

協定締結事業
所数(※)

22 － － －

※ 協定を締結した販売店等の店舗数。



地域包括支援センター運営事業
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多職種協働によるケアマネジメントの充実に取り組む体制を整備するため、平成２７年度より、地域包括支援
センターの機能を強化します。
具体的には、地域包括支援センターが介護保険の保険者である市町村の委託を受けて事業を運営する準公的機

関であることの周知を図るとともに、管轄区域の平準化、職員配置の確保及び事業運営方針の提示に取り組んで
いきます。

【計画書Ｐ．３６０～３７８】



地域包括支援センター運営事業
（地域包括支援センター）
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【計画書Ｐ．３６０～３７８】

実施に関する基本的な方針

地域包括支援センターが介護保険の保険者である市町村の委託を受けて事業を運営する準公的機関であることについて、
様々な機会を通じて周知します。
また、桑名市では、本計画の対象期間である平成２７～２９年度には、それぞれの桑名市地域包括支援センターにおい

て各職種の職員配置を確保します。
さらに、本計画の対象期間中、次の①～③の方針をもとに、桑名市地域包括支援センターの事業運営方針を提示します。

①地域包括支援センターの位置付けに関する自覚の徹底
②高齢者の自立支援に向けたケアマネジメントのための「チームプレー」の励行
③介護予防や日常生活支援に資する地域づくりの推進のための「プレーヤー」から「マネージャー」への転換

○ 各職種（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、ケ
アプランナー）において、それぞれ２人体制を取れるよう
に職員を配置。

○ 事業運営方針を作成し、各地域包括支援センターが事業
運営方針に沿った活動内容を行います。

○ 各地域包括支援センターの取り組みを評価する事業運営
方針評価指標を作成。

平成27年度までの目標・方向性

評価指標 自己評価・外部評価

○ 1か所の地域包括支援センターにおいて、各職種2人体制
がとられています。

○ 各地域包括支援センターより事業運営方針評価を3回に
分けて提出してもらう予定。
（第1回は平成27年10月15日）

現在の取り組み状況

年度終了後、評価を実施

各地域包括支援センターの職員数を確保し、地域包括支援
センターの機能充実に努めていきます。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

職員総数
（人）(※)

24 － － －

※ 各年度末における各地域包括支援センター職員の総数。（直営は含まず）



桑 名 市
KUWANA CITY

Ⅳ . 計 画 の ア ウ ト カ ム 評 価

桑名市地域包括ケア計画の進捗状況
（計画における重点事項を中心に）
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計画のアウトカム評価 ①

68

個別事業レベルの進捗状況及び評価（アウトプット評価）は前述のとおりですが、こうした各個別事業
を推進していった結果、市民に対してどのような効果・成果が上がったかを測ること（計画のアウトカム
評価）も計画の進捗を総合的に把握するためには重要です。このため、次の通り指標を設定します。

地域の支え合い体制の実現に関する評価指標

【地域で見守る「仕組みづくり」ができていると感じる割合】

支援を必要とする方を地域全体で支えるために計画に基づき各施策に取り組んでまいりますが、地域で見守る「仕組みづ
くり」ができていると実感できる社会を目指していきます。

方向性 27年度 28年度 29年度

アンケートで「感じる」と回答した方の割合（％） － － －

（出典）「桑名市まちづくりアンケート調査結果報告書」
※ 調査において、「地域で、高齢者や子ども等を見守る「仕組みづくり」ができていると思いますか」との質問に対し、「できている」又は「どちらかと
いえばできている」と回答した方の割合。

※ 上記の調査項目は、高齢者のものに限定していないことに留意。

【地域住民同士が交流する「場づくり」ができていると感じる割合】

高齢者がいきいきと地域で生活できるために地域住民同士が交流する「通いの場」を創出し、「見える化」を図りますが、
こうした場ができていると実感する方が増えていくことを目指していきます。

（出典） 「桑名市まちづくりアンケート調査結果報告書」
※ 調査において、「地域で、地域住民同士が交流する「場づくり」ができていると思いますか」との質問に対し、「できている」又は「どちらかといえば
できている」と回答した方の割合。

※ 上記の調査項目は、高齢者のものに限定していないことに留意。

方向性 27年度 28年度 29年度

アンケートで「感じる」と回答した方の割合（％） － － －



計画のアウトカム評価 ②
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健康づくりの推進に関する評価指標

方向性 25年 26年 27年 28年
（参考）

全国(25年)
（参考）

三重県(25年)

男

(A)平均寿命（年） 81.3 － － － 80.21 80.2

(B)健康寿命（年） 78.8 － － － 71.19 77.4

(A)－(B)（年） 2.5 － － － 9.02 2.8

女

(C)平均寿命（年） 86.8 － － － 86.61 86.6

(D)健康寿命（年） 80.8 － － － 74.21 80.3

(C)－(D)（年） 6.0 － － － 12.40 6.3

【健康寿命の年齢】

健康寿命とは日常的に介護を必要とせず、自立した日常生活ができる期間をいいますが、この健康寿命を延伸して平均寿
命に近づくことを目指していきます。

（出典）「簡易生命表」（厚生労働省）、「健康日本21（第二次）分析評価事業」（厚生労働省）、三重県健康づくり課資料
※ 三重県及び本市は、Chiang法により平均寿命を算出し、またSullivan法により健康寿命を算出。厚生労働省から発表されている健康寿命とは推計方法が異
なることに留意。

※ 公表される時期を考慮して、25年～28年の数値により評価。

【健康と感じる割合】

介護予防の活動等を通じて市民の健康づくりの意識の醸成につなげ、自身が健康だと感じる人の割合の向上を目指してい
きます。

（出典）「桑名市日常生活圏域ニーズ調査【いきいき・くわな】報告書」
※ 調査において、「普段、ご自分で健康だと思います」との質問に対し、「とても健康」又は「まあまあ健康」と回答した方の割合。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度

アンケートで「感じる」と回答した方の割合（％） 72.8 － － －
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介護予防・重症化予防の実現に関する評価指標

【要支援認定率・要介護認定率】

要介護（要支援）認定率は、第１号被保険者数に対する要介護（要支援）認定者数の割合であり、75歳以上の人口割合
が増える見込みであるため上昇することも予測されますが、この割合の維持を目指します。

【要支援・要介護度の改善度】

要介護（要支援）認定を受けた方のうち１年後に要介護（要支援）度が改善された方の人数を追跡調査し、その改善され
た方の割合を算出した上で、その割合を上昇させることを目指します。

方向性 26年度 27年度 28年度 29年度
（参考）

全国(26年度)
（参考）

三重県(26年度)

要支援認定率（％） 3.8 － － － 4.1 4.3

要介護認定率（％） 12.1 － － － 14.2 14.5

計（％） 15.9 － － － 18.3 18.8

（参考）要支援認定者数（人） 1,558 － － －

（参考）要介護認定者数（人） 3,848 － － －

（参考）第１号被保険者数（人） 33,905 － － －

（出典）「介護保険事業状況報告」
※ 第１号被保険者数に対する要介護・要支援認定者数（第2号被保険者の認定者数を含む）の割合（各年9月30日現在）

方向性
25年度
⇒26年度

26年度
⇒27年度

27年度
⇒28年度

28年度
⇒29年度

要支援・要介護の改善度（％） 12.6 － － －

※ 各年度9月30日時点の要介護（要支援）認定者数のうち、その翌年度の9月30日時点で要介護（要支援）度が改善された方の人数を把握し、その人数が
従前の要介護（要支援）認定者数に占める割合を算出。
・要支援・要介護の改善度(%)＝（翌年度に要介護（要支援）度が改善された人数）／（調査の母集団（要介護（要支援）認定者数））×100

※ この算出にあたっては便宜上、調査の母集団から以下の方を除いて算出していることに留意。
・期間中死亡等により資格を喪失した方を除く。 ・更新申請がなかった方を除く。
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住み慣れた地域での生活継続の実現に関する評価指標

計画のアウトカム評価 ④

【介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けられると感じる割合】

介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように、計画に基づき各施策に取り組んでまいりますが、高齢
者自身も地域で暮らし続けられると実感できる社会を目指していきます。

方向性 27年度 28年度 29年度

アンケートで「感じる」と回答した方の割合（％） － － －

（出典）「桑名市日常生活圏域ニーズ調査【いきいき・くわな】報告書」
※ 調査において、「介護が必要になっても、医療、介護サービスを受けながら住み慣れた地域で暮らし続けられると感じますか」との質問に対し、「とて
も感じる」又は「まあまあ感じる」と回答した方の割合。

【自宅で亡くなった方の割合】

地域包括ケアシステムを構築し、医療・介護の連携体制の確保等を図ることによって、本人又はその家族が自宅で最期を
迎えることを望んでいる場合にその希望が実現できる社会を目指していきます。

（出典）「人口動態統計」（厚生労働省）、「三重県衛生統計年報」（三重県）
※ 公表される時期を考慮して、25年～28年の数値により評価。

方向性 25年 26年 27年 28年
（参考）
全国(25年)

（参考）
三重県(25年)

死亡総数のうち自宅で亡
くなった方の割合（％）

11.3 － － － 12.9 13.2

計画のアウトカム評価での自己評価・外部評価

計画期間終了後、評価を実施


